
 “秋のごせんスタンプラリー”参加店募集要領 

 

 紅葉のシーズンに合わせて市内を訪れる観光客や市民を五泉市街地へ誘客し、市内店舗等をめ

ぐってもらうことで五泉の食・もの・まちの良さを感じてもらうとともに、地元特産品等を景品

とすることで市内外に商品をアピールし、市内経済の活性化を図るため、標記スタンプラリーを

開催します。 

 このスタンプラリーにおいて、自慢の料理やお菓子で観光客をおもてなし、スタンプを押印し

ていただける参加店を募集します。 

 

１．募集内容 

   市内に店舗がある食堂、料理屋、菓子店、旅館、ホテル、直売所等で、観光客の皆さまに

自慢の料理やお菓子をぜひご賞味いただき、自店をアピールしたいお店。 

 

２．スタンプラリー実施期間 

   令和8年9月1日（火）～ 令和8年12月1日（火） 

 

３．申込方法 

   申込書、参加費、パンフレットに掲載する写真（前回と同様であれば不要）をご用意の上、

五泉フードブランド推進実行委員会（事務局：五泉市商工観光課）窓口もしくは支所地域振

興課窓口またはホームページ『五泉グルメ館』からお申込みください。 

   なお、申込用紙は五泉市及び五泉フードブランド推進実行委員会のホームページからもダ

ウンロードできます。 

 

４．参加費 

   1,000円 ／ 1店舗 

   新規参加店にはのぼり旗とポール、スタンプを事務局で用意し配布します。 

   「春のごせんスタンプラリー」に参加された店舗につきましては、そちらで使用されてい

たポール、スタンプ、応募箱を使用してください。 

 

５．参加店募集期間 

   令和8年7月8日（水）まで 

 

６．その他 

  ●パンフレットは申し込みいただいた参加申込書を基に作成しますが、校正につきましては

実行委員会事務局一任とさせていただきます。 

   ※過去のパンフレット掲載内容をご確認されたい方は、事務局までご連絡ください。 

  ●スタンプラリー実施方法を参加店個々で十分ご確認の上、実施してください。 

  ●クーポン券は割引等のサービスです。サービス可能かどうかを参加店個々でご判断してく

ださい。 

   ※応募者からのアンケートで、「クーポン券利用店を増やしてほしい」という声が多く寄せ

られましたので、ぜひご検討ください。 

    なお、クーポン利用可能店は、期間中にクーポンの提示があった場合は、必ずご提示い

ただいたサービスを実施してください。 

 

 

 

申込先・ご不明な点は 

 五泉フードブランド推進実行委員会 

       事務局：五泉市商工観光課 

〒959-1692  五泉市太田1094-1 

TEL:0250-43-3911   FAX:0250-41-0006 

E-mail:syoukou@city.gosen.lg.jp 


